
徳島県木材認証制度実施要領 

徳島県木材認証機構 
 

（目（目（目（目    的）的）的）的）    
第１条  この要領は、「徳島県木材認証制度のためのガイドライン（平成１８年９月２９日

徳島県公表）」に基づき、徳島県木材認証機構（以下「機構」という。）が機構会則
（以下「会則」という。）第３条に掲げる徳島県木材認証制度に関する事業に必要な
事項について定める。 

 

（認証の種類）（認証の種類）（認証の種類）（認証の種類）    
第２条   認証の種類は、次のとおりとする。 

①「産地認証」 
徳島県内の豊かな森林で生育し、かつ、合法的に伐採された木材であること 
を証明すること。 

②「品質認証」 
合法的に伐採された木材であって、徳島県内で製材・加工し、品質・性能に 優
れた木材・木材製品であることを証明すること。 

 

（認証する木材の種類）（認証する木材の種類）（認証する木材の種類）（認証する木材の種類）    
第３条  認証する木材・木材製品（以下「認証木材」という）の種類は「丸太」、「杭加工

材」、「丸棒加工材」、「製材」（構造材・造作材・下地材・足場板）「合板」、「その他
木材製品・木質建材」とする。 

 

（機関登録の申請）（機関登録の申請）（機関登録の申請）（機関登録の申請）    
第４条  徳島県木材認証制度の趣旨に賛同する森林組合、素材生産業者、製材業者等林業・

木材産業関係事業者は、様式第１号により徳島県木材認証制度機関登録申請書を機
構へ提出するものとする。 

 

（審査及び通知）（審査及び通知）（審査及び通知）（審査及び通知）    
第５条  機構は、前条の機関登録申請書の提出を受けたときは、審査委員会で本要領第６本要領第６本要領第６本要領第６

条の登録機関の認定要件条の登録機関の認定要件条の登録機関の認定要件条の登録機関の認定要件の可否を審査し、適当と認められるときは「登録機関」と
して様式第２号により認定を通知を通知を通知を通知するものとする。 

また、登録機関の認定を受けたものは、同時に「合法性・持続可能性の証明に係
る事業者」の認定を受けたものとする。 なお、登録機関認定の有効期間は認定の日
から３年とする。  

 

（登録機関の認定要件）（登録機関の認定要件）（登録機関の認定要件）（登録機関の認定要件）    
第６条  登録機関は、次に揚げる要件をすべて満たさなければならない。 

①認証の対象となる木材とそれ以外の木材が混在しないよう分別管理体制がな
されること。 

②入荷及び出荷台帳等の帳簿管理がなされること。 
③関係書類等を５年間保管すること。 
④本取組の責任者が１名以上選任されること。 

 

（登録機関の公表）（登録機関の公表）（登録機関の公表）（登録機関の公表）    
第７条  当機構は、認定した登録機関の名称、代表者名、住所、認定番号、認定年月日を

ホームページ等で公表するものとする。 
    

    



（品質規格基準）（品質規格基準）（品質規格基準）（品質規格基準）    
第８条  本要領第２条の「品質認証」における品質・性能に優れた木材・木材製品とは、

別に定める「徳島県木材認証品質規格基準」（以下「基準」という。）に適合したも
のとする。 

 

（製品登録の申請）（製品登録の申請）（製品登録の申請）（製品登録の申請）    
第９条  「品質認証」を受けようとする登録機関は、「認証」を受けたい製品について、様

式第３号により機構へ製品登録申請書を提出するものとする。 
 

（製品登録の審査及び通知）（製品登録の審査及び通知）（製品登録の審査及び通知）（製品登録の審査及び通知）    
第１０条 機構は、前条の製品登録申請書の提出を受けたときは、審査委員会でその可否を

審査し、基準に適合していると認められるときは、様式第４号によりその旨を通知
するものとする。 

 

（表示による流通方法）（表示による流通方法）（表示による流通方法）（表示による流通方法）    
第１１条 木材・木材製品を出荷しようとする登録機関は、入荷する登録機関が確認できる

ように納品書、請求書の伝票等に「産地表示」または「品質表示」を行うものとし、
この「表示」を各登録機関の間で繰り返し行うこととする。 

 

（認証の方法及び証明書の発行）（認証の方法及び証明書の発行）（認証の方法及び証明書の発行）（認証の方法及び証明書の発行）    
第１２条 認証の対象となる木材を納入しようとする者または納入した者等から様式第５ 

号により「認証」申請を受けたときは、機構はその流通経路等を調査し、適当と認
めるときは「認証」を行うものとする。 

また、機構は 「認証木材」であることを書面にて証明することができるものと
し、様式第６号により証明書を発行するものとする。 

 

（取扱実績報告の提出）（取扱実績報告の提出）（取扱実績報告の提出）（取扱実績報告の提出）    
第１３条 登録機関は、認証木材の取扱等に係る実績を毎年６６６６月末日までに様式第７号によ

り機構へ報告するものとする。 
 

（立ち入り検査）（立ち入り検査）（立ち入り検査）（立ち入り検査）    
第１４条 機構は、必要に応じて、認証木材の取扱等が適正であるか否かを検査すること が

できるものとし、登録機関は、機構から検査を行う旨の通知を受けたときは、必要
な情報を提供するなど機構に協力しなければならない。 

 

（登録機関の取消）（登録機関の取消）（登録機関の取消）（登録機関の取消）    
第１５条 機構は、登録機関が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことがで き

るものとし、認定を取り消したときは、様式第８号により認定取消通知書を当該登
録機関に通知するものとする。また、悪質と考えられる場合は、登録機関名をホー
ムページ等で公表するものとする。 

①  「産地表示」または「品質表示」に虚偽があったとき 
②  登録機関から認定の取消申請があったとき 
③  登録機関が認定要件に適合しなくなったとき 
④④④④        徳島県木材認証制度徳島県木材認証制度徳島県木材認証制度徳島県木材認証制度の運営に支障が生じる行為があったときの運営に支障が生じる行為があったときの運営に支障が生じる行為があったときの運営に支障が生じる行為があったとき    

 

（登録機関の遵守義務）（登録機関の遵守義務）（登録機関の遵守義務）（登録機関の遵守義務）    
第１６条   登録機関は、徳島県木材認証制度の信頼性を将来にわたって維持・確保してい

くため、本実施要領を遵守するとともに、出荷した木材・木材製品について、疑
義が生じた場合は自らの責任において対処するものとする。 

 

附則 この実施要領は、平成１８年１０月１日施行する。 
この実施要領は、この実施要領は、この実施要領は、この実施要領は、平成２７年平成２７年平成２７年平成２７年１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日改訂改訂改訂改訂する。する。する。する。    


